
令和５年度の仕様書からの変更点 

 

清掃回数の変更 

 

〇大手口駅前広場 

 ・灰皿（１式） 灰皿清掃 

  １日１回 → 廃止 

 

〇東口エレベーター 

 ・照明器具（１式） から拭き、ほこり払い 

  週３回 → 週２回 

 

 ・ガラス清掃（１式） ガラス内外清掃 

  年４回 → 年３回 

 

〇大手口駅前広場地下道 

 ・天井ルーバー（２２５ｍ２） ほこり払い 

  週３回 → 週１回 

 

 ・照明器具（１式） ほこり払い 

  週３回 → 週１回 

 

 ・誘導標識（１８基） ほこり払い 

  週３回 → 週１回 

 

 ・入口上屋施設ガラス清掃（５１０ｍ２） ガラス内外側清掃 

  年４回 → 年２回 

 

 ・入口上屋施設鳩糞等除去清掃（１式） 枠、照明器具、梁部案内表示の鳩糞等除去清掃 

  年６回 → 年３回 

 

 

 


